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ベースアップ等支援加算について

令和４年２月から９月までの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による賃上げ効果を継

続する観点から、処遇改善加算及び特定処遇改善加算に加え、令和４年１０月から「福祉・介

護職員等ベースアップ等支援加算」が算定可能となります。

「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」 ・ ・ ・

基本給等の引き上げによる賃金改善を図るための制度です。

福祉・介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえたうえで、他の職種の処遇

改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとされています。
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※厚生労働省HPより抜粋 3



ベースアップ等支援加算について

対象 ： 以下のいずれにも該当する場合。

（１）令和４年度処遇改善加算Ⅰ～Ⅲのいずれかを取得していること。

（２）賃上げ効果の継続に資するよう 、加算額の２／３は介護職員等のベースアップ等（※）に

使用すること。

※ベースアップ等とは「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ
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ベースアップ等支援加算について

提出方法 ： 郵送や窓口持参

提出期限 ： 適用月の前々月末日まで

（※令和４年１０月から加算を取得する場合のみ、令和４年９月１５日（木曜）【必着】まで【特例】）

提出書類 ： 別紙様式２－１～４障害福祉サービス等処遇改善計画書

（当該年度において処遇改善加算等の計画書を提出済みの事業所は、２ー１、２－４のみ）
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